
 

 

裁 決 書 

 

審査請求人             

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

〇〇 〇〇            

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

 〇〇 〇〇            

 

処 分 庁             

荒尾市長             

 

 

 

 審査請求人〇〇〇〇及び〇〇〇〇（以下「審査請求人ら」という。）が令和元

年８月１６日に提起した処分庁荒尾市長（以下「処分庁」という。）による平成

３１年度固定資産税賦課処分及び平成３１年度固定資産税１期分督促処分（以

下「本件処分」という。）に係る審査請求（令和元年５月２２日付け等平成３１

年度固定資産税賦課等処分事件（荒事件１））について、次のとおり裁決する。 

 

主 文 

 

本件審査請求を棄却する。 

 

事案の概要 

 

１ 平成〇〇年〇〇月〇〇日に本件処分に係る固定資産（土地及び建物。以下

「本件土地建物」という。）の所有者である〇〇〇〇が死亡した。なお、平

成３１年度固定資産税賦課期日時点の登記名義人は〇〇〇〇である。 



２ 令和元年５月２２日付けで、処分庁は本件処分に係る固定資産について、

〇〇〇〇の法定相続人である審査請求人らに対し、平成３１年度固定資産税

賦課処分を行った。 

３ 審査請求人らは、〇〇家庭裁判所〇〇支部に相続放棄申述を行い、令和元

年７月１８日付けで受理された。 

４ 令和元年７月１９日付けで、処分庁は本件土地建物について、審査請求人

らに対し、平成３１年度固定資産税１期分督促処分を行った。 

５ 令和元年７月２９日付けで、審査請求人〇〇〇〇は処分庁に対し、本件処

分について疑義を記した質問書を提出した。 

６ 令和元年８月２日付けで、処分庁は審査請求人〇〇〇〇に対し、質問書に

対する回答書を通知した。 

７ 令和元年８月１６日付けで、審査請求人らは処分庁に対し、本件処分の取

消しを求める審査請求をした。 
 

審理関係人の主張の要旨 

 

１ 審査請求人らの主張 

 ⑴ 審査請求の趣旨 

    処分庁が行った本件処分を取り消すとの裁決を求める。 

⑵ 審査請求の理由  

    審査請求人らが主張する審査請求の主たる理由は、おおむね次のとお

りである。 

   ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第３

４３条第２項前段は、「土地又は建物については、登記簿又は土地補

充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録さ

れている者をいう。」と規定している。また、法第３４３条第２項後

段は、「この場合において、所有者として登記又は登録されている個

人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は

登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として

登記されている第３４８条第１項の者が同日間に所有者でなくなって

いるときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者を

いうものとする。」と規定しており、所有者として登記又は登録され

ている個人が賦課期日前に死亡しているときは、賦課期日において当

該土地又は家屋を「現に所有している者」を納税義務者とするとして

いる。 



   イ 処分庁は、審査請求人らが「平成３１年１月１日現在、現に所有し

ている者として荒尾市固定資産課税台帳に登録されている。」と主張

しているが、提出された名寄帳に審査請求人らの記載はない。つまり、

審査請求人らは固定資産課税台帳に登録されていないということであ

るから、本件では法第３４３条第２項後段が適用される。 

   ウ 法第３４３条第２項後段の「現に所有している者」とは、「所有者

として登記又は登録されている個人の死亡によって当該個人の所有に

係る固定資産について相続その他の事由に基づき民法（明治２９年法

律第８９号）その他の規定により当該固定資産を現実に所有している

者（昭和２７年１０月９日自税市発第３０号自治庁市町村税課長回

答）」をいう。したがって、「現に所有している者」は、賦課期日に

おいて、民法の規定によって決するところ、民法第９３９条の規定に

より、相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人と

ならなかったものとみなされるので、相続放棄した者は、被相続人の

死亡時に遡って相続人とはならない。 

   エ 本件土地建物は、平成〇〇年〇〇月〇〇日に所有者〇〇〇〇の死亡

によって相続が発生したが、審査請求人らは〇〇家庭裁判所〇〇支部

に相続放棄申述を行い、令和元年７月１８日付けで受理されているこ

とから、民法９３９条の規定により被相続人の死亡時に遡って相続人

とならなかったものとみなされるので、審査請求人らは所有者〇〇〇

〇の相続人とはならない。これは相続放棄が受理された時点が賦課期

日後であっても同様であり、賦課期日時点でも相続人とみなされるこ

とはない。 

   オ よって、審査請求人らは所有者〇〇〇〇の相続人ではないので、「現

に所有している者」には当たらず、本件処分は「現に所有している者」

を納税義務者とする法第３４３条第２項後段の規定に違反し、違法で

あるため、取消しを求める。 

   カ なお、処分庁が説明する横浜地裁の判例（平成１１年（行ウ）４２

号）は賦課期日において、債権者代位により賦課期日時点で相続人の

名義に登記されていたものであり、法第３４３条第２項前段が適用さ

れ、真実の所有者でなかったとしても、登記簿上の名義人が「所有者」

であるとして台帳課税主義が採用されているが、本件は同項後段の台

帳課税主義の例外が適用されるものである。 

 

２ 処分庁の主張 

   処分庁の説明は、おおむね次のとおりである。 



⑴ 法第３４３条第１項及び第２項の規定によると固定資産税は、固定資産

の所有者に課税するとあり、その所有者とは土地又は家屋については、登

記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録されている

者をいうとされている。ただし、実際に所有者として登記又は登録されて

いる個人が賦課期日前に死亡している場合は、同日において当該土地又は

家屋を「現に所有している者」をいうとされている。このことから、本件

は被相続人が賦課期日前に死亡しており、賦課期日時点で相続放棄してい

ない法定相続人である審査請求人らが「現に所有している者」となり、本

件土地建物の平成３１年度固定資産税の納税義務者といえる。 

⑵ 審査請求人らは民法第９３９条の規定により課税期日時点で相続人で

ないことが認められ、「現に所有している者」には該当せず、固定資産税

の納税義務者にはならないと主張する。 

   しかし、判例によると、法は固定資産税の賦課処分を行う際には、全て

の固定資産についてその真の所有者を逐一正確に把握することが困難で

あることに鑑み、課税法上の技術的考慮から、台帳課税主義を採用してい

る。これは、形式的に所有者を判断し、その納税義務を負わせるものであ

り、本件のように賦課期日後に相続放棄をした場合であっても地方税法上

の所有者になるものと考える。  

  ⑶ 審査請求人らは、賦課期日後に相続放棄を行っており、平成３１年度固

定資産税については、賦課期日現在、現に所有している者として荒尾市固

定資産課税台帳に登録されている法定相続人が納税義務者となるため、審

査請求人らに行われた本件処分は適切である。 
     

理 由 

 

１ 本件審査請求に対する判断について 

  ⑴ 争点 

    本件処分について、審査請求人らが賦課期日後に相続放棄をしている

ことから、審査請求人らを「現に所有している者」とした本件処分が違

法又は不当なものであったかが問題となる。 

  ⑵ 本件処分の違法性又は不当性について 

   ア 固定資産の所有者について 

     法第３４３条第１項の規定によれば、固定資産税は、「固定資産の

所有者」に課するものとされている。ここでいう「所有者」とは、同

条第２項の規定により、土地又は家屋については、登記簿又は土地補



充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録さ

れている者をいうとされており、所有者として登記又は登録されてい

る個人が賦課期日前に死亡しているときは、賦課期日において当該土

地又は家屋を現に所有している者をいうとされている。 

   イ 「現に所有している者」の意義 

     民法第８９６条の規定によれば、相続人は、相続開始時から被相続

人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされており、同法第８

９８条の規定によれば、相続人が数人あるときは、相続財産は、その

共有に属するとされている。  

     したがって、土地又は家屋の所有者が賦課期日前に死亡していて、

賦課期日までに土地又は家屋について民法等その他の規定により所有

権が移動することがなければ、法第３４３条第２項の「現に所有して

いる者」とは、法定相続人全員のことを意味すると解される。 

ウ 本件処分の違法性又は不当性に対する判断  

     上記ア及びイで述べたことを、本件の事案に照らして判断すると、

令和元年度分の固定資産税の賦課期日（平成３１年１月１日）以前に

本件処分に係る固定資産の所有者である〇〇〇〇が死亡し、賦課期日

までに所有権の移動はないことが認められることから、法定相続人で

ある審査請求人らが、賦課期日において「現に所有している者」であ

ると認められる。 

     また、審査請求人らは、相続放棄をした者は、その相続に関しては

初めから相続人とならなかったものとみなされる（民法第９３９条）

ので、相続放棄した者は、被相続人の死亡時に遡って相続人とはなら

ない。したがって、法第３４３条第２項の「現に所有している者」に

は当たらないと主張する。 

     しかし、特別法である法第３４３条第２項後段が賦課期日において

「現に所有している者」を納税義務者と規定していることを考えると、

「現に所有している者」の判断は、賦課期日までの間の事由に基づき

民法その他の規定により判断するべきものであり、一般法である民法

に規定される相続放棄を適用して、賦課期日より後になされた相続放

棄について初めから相続人とならなかったものとみなすことはできな

いと考えられる。 

     そして、本件では審査請求人らの相続放棄申述が受理されたのは賦

課期日より後であり、賦課期日時点では審査請求人らは未だ法定相続

人であることから、審査請求人らが納税義務を負うものといえる。 



     したがって、登記簿上の所有者が課税期日前に死亡し、賦課期日ま

でに法定相続人の相続放棄の申述が受理されていない本件について、

法定相続人である審査請求人らが、賦課期日において「現に所有して

いる者」であるとしてした処分庁の本件処分は適切になされたもので

あり、何ら違法又は不当な点は存在しない。 

  ⑶ 上記以外の違法性又は不当性について 

    他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

 ２ 結論 

   以上のとおり、本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法（平成

２６年法律第６８号）第４５条第２項の規定により、主文のとおり裁決す

る。 
 

 

 

 

 

令和２年１２月２４日 

審査庁 

荒尾市長 浅田 敏彦   

 

 


